
立山町屋根耐風改修事業費補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、強風や地震による住宅の屋根瓦の被害を軽減し、町民の

身体及び財産を保護するとともに、災害に強いまちづくりを促進するため、

瓦の緊結状況等を調査し必要に応じて改修を行う者に対し、予算の範囲内に

おいて交付する立山町屋根耐風改修事業費補助金（以下「補助金」という。）

について、立山町補助金等交付規則（平成25年立山町規則第６号。以下「規

則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各

号に定めるところによる。   

 (1) 住宅 一戸建ての住宅をいい、店舗等の用途を兼ねるもの（店舗等の用

途に供する部分の床面積が延べ面積の２分の１未満のもの）を含む。 

 (2) 瓦屋根 粘土瓦及びセメント瓦をいう。 

 (3) 耐風診断 瓦屋根診断技士、かわらぶき技能士又は瓦屋根工事技士が、

令和２年国土交通省告示第1435号により改正された昭和46年建設省告示第

109号の規定（以下「告示基準」という。）への適合を確認するために行う、

瓦屋根の診断をいう。 

 (4) 耐風改修工事 耐風診断の結果、告示基準に適合しない瓦屋根において、

屋根全面を告示基準に適合させるために行う改修工事をいう。 

（補助の対象者等） 

第３条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当

するものとする。ただし、同一者について同一敷地内における住宅１棟限り

とする。 

 (1) 次のいずれかに該当する者 

  ア 住宅の所有者 

  イ 住宅の居住者で住宅の所有者の同意を得た者 

 (2) 本町の町税を滞納していないこと。 

 (3) 立山町暴力団排除条例（平成24年立山町条例第1号）第２条に規定するい

ずれにも該当していないこと 

２ 補助の対象となる住宅は、次の各号のいずれにも該当するものとする。 

 (1) 告示基準に適合しない瓦屋根の住宅 

 (2) 令和３年12月31日までに葺いた瓦屋根の住宅 

第４条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助金対象経費」という。）は、

耐風改修工事に要する費用とする。ただし、耐風改修工事に係る屋根面積（平



方メートル）に24,000円を乗じた額を限度とする。 

２ 補助金の交付額（以下「補助額」という。）は、前項に規定する補助対象経

費に23パーセントを乗じた額とし、算出された補助額に1,000円未満の端数が

生じた場合は、これを切り捨てるものとする。ただし、552,000円を超える場

合は、552,000円を補助額とする。 

 （補助金の交付申請） 

第５条 補助金の交付を申請する者は、立山町屋根耐風改修事業費補助金交付

申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければな

らない。 

 (1) 補助対象となる住宅の位置図及び現況写真 

 (2) 耐風診断の結果報告書の写し 

 (3) 瓦屋根改修工事に係る経費の内訳がわかる見積書の写し 

 (4) 瓦屋根改修工事計画書（図面等を含む） 

 (5) 申請者が属する世帯の住民票 

 (6) 申請者の納税証明書 

 (7) 補助対象となる住宅の固定資産登載証明書 

 （交付条件） 

第６条 規則第７条の規定により補助金の交付に付する条件は、次の各号に掲

げるとおりとする。 

 (1) 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容の変更をする場合には、

町長の承認を受けること。ただし、第15条に規定する軽微な変更について

は、この限りでない。 

 (2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合には、町長の承認を受けること。 

 (3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は遂行が困難となった場合

においては、速やかに町長に報告し、その指示を受けること。 

（補助金の交付決定） 

第７条 町長は、第５条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書

類の審査を行い補助金の交付の可否及び交付額を決定し、立山町屋根耐風改

修事業費補助金交付決定通知書（様式第２号）により申請者に通知するもの

とする。 

（事業内容の変更の申請） 

第８条 前条の規定により補助金の交付の決定通知を受けた者（以下「交付決

定者」という。）は、規則第10条第１項の規定により町長の承認を受けようと

するときは、速やかに立山町屋根耐風改修事業費補助金変更交付申請書（様

式第３号）に第５条各号のうち変更となる書類（変更内容が確認できるもの）

を添えて、町長に提出しなければならない。 



（事業内容の変更の承認） 

第９条 町長は、前条による変更申請を承認したときは、立山町屋根耐風改修

事業費補助金変更交付決定通知書（様式第４号）により申請者に通知するも

のとする。 

（実績報告） 

第10条 交付決定者は、当該補助事業が完了したときは、立山町屋根耐風改修

事業費補助金実績報告書（様式第５号）に次に掲げる書類を添えて、町長に

報告しなければならない。 

 (1) 瓦屋根改修工事の契約書の写し（補助金の算定ができる明細書を添付する

こと。ただし、交付申請時に提出したものから変更がない場合は不要） 

 (2) 瓦屋根改修工事の請求書及び領収書の写し（支払いがわかるもの） 

 (3) 瓦屋根改修工事の着工前及び完了後の写真（全景及び改修内容がわかる

写真） 

 (4) 瓦屋根改修工事後の瓦屋根について、瓦屋根診断技士が告示基準に適合

し、又は同等の耐風性能を有することを証明する書類 

 (5) その他町長が必要と認めるもの 

（補助金の額の確定） 

第11条 町長は、前条の規定による報告があったときは、当該実績報告の審査

等を行い、当該補助事業に交付する補助金の額を確定し、立山町屋根耐風改

修事業費補助金確定通知書（様式第６号）により交付決定者に通知するもの

とする。 

（交付決定の取消し） 

第12条 町長は、規則第17条第１項各号のいずれかに該当すると認めるときは、

補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

２ 町長は、前項の規定により交付の決定を取り消すときは、立山町屋根耐風

改修事業費補助金交付決定取消し通知書（様式第７号）により交付決定者に

通知するものとする。 

（補助金の返還） 

第13条 町長は、第12条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合に

おいて、既に補助金が交付されているときは、立山町屋根耐風改修事業費補

助金返還請求書（様式第８号）により期限を定めて、その全部又は一部の返

還を求めるものとする。  

（軽微な変更） 

第14条  第６条第１号ただし書の規定による軽微な変更は、次に掲げる変更以

外の変更とする。 

 (1) 事業主体を変更すること。 



 (2) 補助対象経費の20パーセント以上の変更をすること。 

 (3) 工事内容を変更すること。 

（交付の方法） 

第15条 補助金の交付は、補助事業完了後の精算払いとする。 

（その他） 

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。 

 

   附 則 

この要綱は、令和５年10月１日から施行する。 

 


